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食中毒の予防対策については、日頃より格別の御

尽力を頂いているところであるが、近年の食中毒事

件の大規模化傾向、昨年の腸管出血性大腸菌0157に

よる食中毒事件の続発等に対応し、大規模食中毒の

発生を未然に防止するとともに、食中毒事件発生時

の食中毒処理の一層の迅速化・効率化を図るため、

今般、食品衛生調査会の意見具申を踏まえ、別添の

とおり、大量調理施設衛生管理マニュアル及び食中

毒調査マニュアルを作成するとともに、下記のとお

り、食中毒処理要領の一部を改正したので通知する。

貴職におかれては、大規模食中毒の発生を未然に

防止するため、大量調理施設衛生管理マニュアルに

基づき、貴管下の集団給食施設、弁当屋・仕出し屋

等営業施設等の監視指導の徹底を図るとともに、食

中毒処理要領及び食中毒調査マニュアルに基づき、

食中毒発生時の原因究明に万全を期するようお願い

する。

なお、「学校給食施設における衛生管理について」

（平成8年8月16日衛食第219号生活衛生局長通知）

は廃止する。また、今後、「病原性大腸菌0－157」

は「腸管出血性大腸菌0157」と統一して表記するこ

ととしたので御了知願いたい。（以下、略）

（別添）食中毒調査マニュアル（添付省略）
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